
香芝市告示第２３７号 

 香芝市精神障害者医療費助成事業（後期高齢者）実施要綱を次のように定め

る。 

  令和７年１２月１１日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

   香芝市精神障害者医療費助成事業（後期高齢者）実施要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、精神障害者である高齢者に対し医療費の一部を助成し、

もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （助成要件） 

第２条 この要綱により、医療費の助成を受けることができる者は、次の各号

のいずれにも該当する者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による

保護を受けている世帯に属する者を除く。）で、かつ、高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。

）第５０条に規定する被保険者（高齢者医療確保法第５５条第１項又は第２

項の規定の適用を受ける者を含む。）である者とする。 

 (1) 香芝市内に住所を有する者（病院又は診療所（以下「病院等」という。

）に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、香

芝市以外の市区町村から当該病院等に入院をする際に香芝市に住所を変更

したと認められる者を除く。） 

 (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号

）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、そ

の障害等級が１級又は２級である者 

 (3) 前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係る医療費について

は、前々年の所得とする。以下同じ。）が、所得税法（昭和４０年法律第

３３号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」と

いう。）の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施

行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号）第５２条によ

り読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和６

１年政令第５３号）第１条の規定による改正前の国民年金法施行令（昭和

３４年政令第１８４号。以下「旧国民年金法施行令」という。）第６条の

４第１項に規定する額を超えない者 

 (4) 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者

を含む。）又は民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定め

る扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として



精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数

に応じて、旧国民年金法施行令第６条の４第３項に規定する額を超えない

者 

２ 前項第３号及び第４号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧

国民年金法施行令第６条及び第６条の２の規定の例による。 

 （住所地の特例） 

第３条 香芝市以外の市区町村に所在する病院等に入院をしたことにより当該

病院等の所在する市区町村に住所を変更したと認められる者であって、当該

病院等に入院をした際香芝市に住所を有していたものについては、前条第１

項第１号に規定する者とみなす。ただし、２か所以上の病院等に継続して入

院をしている者については、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

第１１６条の２第２項に規定する特定継続入院被保険者の例による。 

 （適用除外） 

第４条 前２条の規定にかかわらず、香芝市重度心身障害老人等医療費助成要

綱（令和 年告示第 号）の規定により医療費の助成を受けることができる

者は、この要綱の規定により医療費の助成を受けることができる者としない。

ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。 

 （助成の範囲） 

第５条 医療費の助成は、前３条の規定により医療費の助成を受けることがで

きる者（以下「対象者」という。）の疾病又は負傷について高齢者医療確保

法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療

費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額に相当する額から次

に掲げる額を控除した額（以下「助成金」という。）を対象者に支給して行

うものとする。 

 (1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額 

 (2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額 

 (3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場

合は、その額に相当する額 

 (4) 病院若しくは診療所等（保険薬局を除く。）の診療報酬明細書（訪問看

護療養費明細書を含む。）又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請

書ごとに５００円（１４日以上の入院に係る医療費については、１，００

０円） 

 （受給資格の認定申請） 

第６条 医療費の助成を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格（後

期高齢者）認定（更新）申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、



個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をい

う。）を提供し、又は資格確認書等を提示する方法（以下「個人番号提供等

」という。）により高齢者医療確保法の規定による被保険者であることの確

認を受けた上で市長に申請しなければならない。 

 (1) 第２条第１項第３号及び第４号に該当することを明らかにすることがで

きる書類 

 (2) 精神障害者保健福祉手帳 

 (3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）第５４条第３項に基づく自立支援医療受給者証（精

神通院）の交付を受けた者にあっては、自立支援医療受給者証（精神通院

） 

２ 市長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事

実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させるこ

とができる。 

 （受給資格の通知） 

第７条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、

対象者に該当すると認めるときは精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）

認定通知書（第２号様式）を交付するものとし、対象者に該当しないと認め

るときはその理由を付し、精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）認定申

請却下通知書（第３号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前条の規定による申請がない場合においても、対象者に該当する

と認めるときは、精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）認定通知書（第

２号様式）を交付することができるものとする。 

 （受給資格認定の更新申請） 

第８条 受給資格の認定期間は、受給資格認定の日から同日以後最初の７月３

１日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限のいずれか早い日までとする。 

２ 受給資格認定を受けた者は、受給資格認定の更新を受けようとするときは、

前項に規定する受給資格認定の有効期限までに、精神障害者医療費受給資格

（後期高齢者）認定（更新）申請書（第１号様式）に第６条第１項各号に掲

げる書類を添えて、個人番号提供等により高齢者医療確保法の規定による被

保険者であることの確認を受けた上で市長に申請しなければならない。 

３ 第６条第２項及び前条の規定は、前項の規定による受給資格認定の更新申

請があった場合について準用する。 

 （支給方法） 



第９条 助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金（後期

高齢者）支給申請書（第４号様式）に領収書その他自己負担金を医療機関等

で支払ったことが明らかとなるものを添えて市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から市長に自己

負担金その他助成金の額の算定に必要な事項が通知されたときは、助成金の

支給を受けようとする者から市長に同項の規定による申請書の提出があった 

ものとみなす。 

 （助成金の支給） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容

を審査の上適当と認めるときは助成金を支給し、不適当と認めるときは精神

障害者医療費助成金（後期高齢者）支給申請却下通知書（第５号様式）によ

り通知するものとする。 

 （届出） 

第１１条 受給資格認定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、

それぞれ当該各号に掲げる書類を速やかに市長に届け出なければならない。 

 (1) 住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届（第６号様式） 

 (2) 対象者に該当しなくなったとき 精神障害者（後期高齢者）医療費受給

資格喪失届（第７号様式） 

 （譲渡又は担保の禁止） 

第１２条 この要綱の規定による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は

担保に供してはならない。 

 （助成金の返還） 

第１３条 偽りその他不正の手段によって、この要綱の規定による助成金の支

給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

 （損害賠償との調整） 

第１４条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、そ

の価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既

に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。 

 （報告） 

第１５条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、医療費の

助成を受ける者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。 

 （受給資格者台帳の整備） 

第１６条 市長は、対象者について精神障害者（後期高齢者）医療費受給資格

者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。 



 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和７年１２月２日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に香芝市精神障害者医療費助成事業（後期高齢者）

実施要綱（平成２７年４月１日施行）の規定により医療費の助成若しくは助

成金の支給の申請をし、又はこれらの決定を受けている者は、この要綱の規

定により医療費の助成若しくは助成金の支給の申請をし、又はこれらの決定

を受けている者とみなす。 

  



第１号様式（第６条、第８条関係） 

精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）認定（更新）申請書 

年  月  日 

 香芝市長 
 

                         氏   名 

                         住   所 

                         電 話 番 号 

  精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）の認定又は更新及び精神障害者医療費助成金（後

期高齢者）の支給に関し、同意欄の記載事項を全て同意した上、関係書類を添えて次のとおり

申請します。 

対

象

者 

後期高齢者医療 

被 保 険 者 番 号 

       住所 □申請者と同じ  

氏名 □申請者と同じ  

後期高齢者医療 

保 険 者 番 号 

       

電話番号 □申請者と同じ 生年月日 

年  月  日 

 

 氏 名 個 人 番 号 

配 偶 者   

扶 養 義 務 者   

 

申 請 事 由 

□１ 精神障害者になったため 
□２ 転入してきたため 

□３ 後期高齢者医療制度に加入したため 
□４ その他（                       ） 
   事由発生年月日     年  月  日 

振

込

口

座 

支 払 機 関 名 預 金 種 別 口 座 番 号 

銀行

農協

信金

支店 普通・当座・その他（   ）        

店 番 フ リ ガ ナ  

   口 座 名 義 人  

  備考 
   １ 申請者、配偶者及び扶養義務者の所得状況を記入する欄については、７０歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親

族、特定扶養親族及び控除対象扶養親族のうち年齢１６歳以上１９歳未満のものの合計数を記入してください。 
   ２ ※印の欄は、記入しないでください。 
 

同意欄 

□ 精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）の申請及び精神障害者医療費助成金（後期高齢者）の支給に当たり、以下

の全ての事項に同意します。 
 

１ 香芝市が申請者の世帯の所得状況について関係公簿等を調査すること。 

２ この助成金の金額の算出のため、精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）の情報を、奈良県後期高齢者医療広域連

合に提供すること。 

３ この助成金の金額の算出のため、香芝市が後期高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の給付

に関する情報を利用すること。 

４ この助成金の支給について、既に受給した助成金の差額に関する相殺を受けること。 
 

委任欄 

  私は、次の者を代理人と定め、精神障害者医療費助成金（後期高齢者）の受領に係る権限を委任します。 
 

対象者氏名                                 （署名又は記名押印） 
 

代理人住所 
 

代理人氏名                                 （署名又は記名押印） 

  



第２号様式（第７条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

                       香芝市長         印  

 

精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）認定通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった精神障害者医療費受給資格（後期

高齢者）の認定の申請については、次のとおり認定したので、通知します。 

 

 受給資格の認定期間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

  



第３号様式（第７条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

                       香芝市長         印  

 

精神障害者医療費受給資格（後期高齢者）認定申請却下通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった精神障害者医療費受給資格（後期

高齢者）の認定の申請については、次の理由により却下したので、通知します。 

 

 理由 

 

 

 

 

 

 

 （教示） 

 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、香芝市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、香芝市を被告として（訴訟において香芝市を代表する者

は香芝市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上

記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由

があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

  



第４号様式（第９条関係） 

 

精神障害者医療費助成金(後期高齢者)支給申請書 

年  月  日 

 香芝市長 

 

                     住   所 

                     氏   名 

                     電 話 番 号 

 

  香芝市精神障害者医療費助成事業（後期高齢者）実施要綱第９条第１項の規定

により、    年  月分の助成金について、関係書類を添えて次のとおり申

請します。 

 

 申請金額 金          円 

 

受 給 者 番 号 
 

受 給 者 氏 名 
□申請者と同じ 

加 入 医 療 保 険 
の 名 称 

 
加 入 医 療 保 険 
記 号 番 号 

 

医
療
費
の
状
況 

入
院 

医療機関等の名称 

医療機関等の所在地 

日数及び期間 総点数 自己負担支払額 

   日 

    年  月  日～    年  月  日 
点 円 

外 
来
等 

１ 

医療機関等の名称 

医療機関等の所在地 

日数 総点数 自己負担支払額 

日 点 円 

２ 

医療機関等の名称 

医療機関等の所在地 

日数 総点数 自己負担支払額 

日 点 円 

３ 

医療機関等の名称 

医療機関等の所在地 

日数 総点数 自己負担支払額 

日 点 円 

  

 備考 領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるもの

を添付してください。 

  



第５号様式（第１０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

        様 

 

                       香芝市長         印  

 

精神障害者医療費助成金（後期高齢者）支給申請却下通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった精神障害者医療費助成金の支給の

申請については、次の理由により却下しましたので、通知します。 

 

 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 （教示） 

 １ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、香芝市長に対して審査請求をすることができます。 

 ２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、香芝市を被告として（訴訟において香芝市を代表する者

は香芝市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上

記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することができます。 

 ３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由

があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対す

る裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をするこ

とや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

  



第６号様式（第１１条関係） 

 

住所・氏名変更届 

 

年  月  日 

 

 香芝市長 

 

                     住   所 

                     氏   名 

                     電 話 番 号 

 

  次のとおり □住所 □氏名 を変更しましたので、届け出ます。 

受 給 者 番 号  

受 給 者 氏 名 
□申請者と同じ 

旧 住 所  

新 住 所 
□申請者と同じ 

旧 氏 名  

新 氏 名  

個 人 番 号  

変 更 年 月 日      年   月   日 

 

 

  



第７号様式（第１１条関係） 

 
精神障害者（後期高齢者）医療費受給資格喪失届 

 

年  月  日 

 

 香芝市長 

 

                    住     所 

                    氏     名 

                    電 話 番 号 

                    受給者との続柄 

 

  次のとおり受給資格を喪失しましたので、届け出ます。 

受給者住所  

受給者氏名  

個 人 番 号  

異 動 日      年  月   日 

喪 失 理 由 

□１ 死亡 

□２ 転出 

□３ その他（                     ） 

 

  医療費助成金に未支給分があるときは、次の口座に振り込んでください。 

支 払 機 関 名 預 金 種 別 口 座 番 号 

銀行 

農協 

信金 

支店 普通・当座・その他(    )        

店 番 フ リ ガ ナ  

   口座名義人  

 

 


